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T i t l e  :

A-c 内部統制システム構築に関する基本方針(2)
４．取締役の職務の執行が効率的に

行われることを確保するための体制

　取締役の職務執行が効率的に行われること

を確保する体制の基礎として、取締役会を原

則として月１回定時に開催するほか、必要に応

じて適宜臨時に開催するものとする。

　また、取締役会の決定に基づく職務執行に

当たっては、取締役・執行役員が役割分担等

を行い効率的な業務執行を行うものとする。

５．当社及びその子会社から成る企業集団に
おける業務の適正を確保するための体制

❶グループ会社における業務の適正を確保する

ため、グループ会社全てに適用するコーポレー

トフィロソフィを制定しており、その考え方を

基礎として、グループ各社で諸規程を定める

ものとする。また、関係会社管理規程に従い、

当社への決裁・報告制度による子会社経営の

管理を行い、必要に応じてモニタリングを行

うものとする。取締役及び使用人は、グルー

プ会社において、法令・定款違反その他コン

プライアンスに関する重要な事項を発見した

場合には、コンプライアンス管理規程に基づ

いて通報するものとする。

❷子会社が当社からの経営管理、経営指導内

容が法令に違反し、その他、コンプライア

ンス上の問題があると認識した場合には、

監査担当部署またはコンプライアンス担当

部署に報告するものとする。監査担当部署

またはコンプライアンス担当部署は直ちに

監査役に報告するとともに、必要に応じて

社内関係機関に報告するものとする。監査

役は意見を述べるとともに、改善策の策定

を求めることができるものとする。また、報

告を受けた監査担当部署またはコンプライ

アンス担当部署、社内関係機関は、コンプ

ライアンス管理規程、リスク管理に関する

規程等に基づき対応するものとする。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を
置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項と当該使用人の
取締役からの独立性に関する事項

監査役は、監査役の職務を補助すべき使用

人として、当社の使用人から監査役補助者を

任命することを求めることができるものとする。

監査役補助者に関し、その任命、解任、人事

異動、評価、賃金等の改定については、監査

役の同意を必要とするものとする。

７．取締役及び使用人が監査役に報告を
するための体制その他の監査役への
報告に関する体制及び監査役の監査が
実効的に行われることを
確保するための体制

❶取締役及び使用人は、当社の業務または業

績に影響を与える重要な事項について監査

役に判明の都度、報告するものとする。前

記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じ

て、取締役及び使用人に対して報告を求め

ることができるものとする。

❷社内通報に関するコンプラスアンス管理規

程に基づき、その適切な運用を維持するこ

とにより、法令・定款違反その他のコンプラ

イアンス上の問題について監査役への適切

な報告体制を確保するものとする。

❸監査の実施に当たり、監査役と弁護士、公

認会計士等外部専門家との連携体制、監

査担当部署等との社内の連携体制を確保す

るものとする。
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